
1995年出上の木簡

新
潟
・佐
渡
金
山
遺
跡
　
佐
渡
奉

行

所
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
佐
渡
郡
相
川
町
大
字
広
間
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
四
年

（平
６
）
四
月
―

（継
続
中
）

３
　
発
掘
機
関
　
　
相
川
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
佐
藤
俊
策

５
　
遺
跡
の
種
類
　
奉
行
所
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

佐
渡
奉
行
所
跡
は
鉱
山
町
相
川
の
段
丘
西
端
で
、
市
街
地
の
中
央
に
位
置
す

る
。
市
街
地
は
海
岸
低
地
に
沿
っ
て
南
北
に
廷
び
る
下
町
と
、
段
丘
上
に
東
西

に
延
び
る
上
町
か
ら
な
り
、
Ｔ

字
状
を
呈
す
る
。
上
町
の
東
奥

は
鉱
山
地
帯
と
な
り
お
遺
跡
は

下
町
を
見
降
ろ
す
上
町
西
側
斜

面
上
の
平
坦
面
に
立
地
す
る
。

慶
長
六
年

（
三
ハ
○

こ

に

Ｄ

佐
渡
全
島
は
徳
川
の
直
轄
地
と

目

な
っ
た
。
慶
長
九
年
に
大
久
保

く

長
安
に
よ
っ
て
奉
行
所
が
新
設

さ
れ
、
佐
渡

一
国
支
配
の
政
庁
と
し
て
幕
末
ま
で
機
能
し
た
。

遺
跡
は
高
低
二
段
の
平
地
で
構
成
さ
れ
、
標
高
四
五
ｍ
前
後
、
調
査
面
積
は

約

一
万
人
五
四
二
ポ
を
測
る
。
高
い
平
地
に
は
奉
行
陣
屋

・
役
所
、
御
金
蔵
、

江
戸
派
遣
の
広
間
役
人
長
屋
二
軒
が
建
ち
、
低
地
は
寄
勝
場
と
称
し
宝
暦
九
年

全

七
五
九
）
に
金
銀
精
錬
の
工
場
群
を
集
中
さ
せ
て
金
銀
の
密
売
防
止
と
業

務
の
効
率
化
を
は
か
っ
た
地
区
で
あ
る
。
五
度
の
火
災
で
奉
行
所
は
類
焼
し
て

い
る
が
、
施
設
配
置
は
幕
末
ま
で
こ
の
区
画
が
踏
襲
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
柵
や
塀

で
仕
切
っ
て
縄
張
り
を
明
確
に
し
て
い
た
。

調
査
は
、
金
山
関
係
の
七
カ
所
が

「佐
渡
金
山
遺
跡
」
と
し
て
国
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
佐
渡
奉
行
所
復
原
工
事
が
計
画
さ
れ
た
た
め
実
施

す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

木
簡
出
土
遺
構
の
井
戸
四
号
は
径

一
。
人
ｍ
を
測
る
大
形
の
素
掘
り
井
戸
で
、

下
へ
行
く
ほ
ど
径
が
大
き
く
な
る
鉱
山
町
特
有
の
形
態
を
示
す
。
御
金
蔵
域
の

東
端
に
近
く
、
底
ま
で
五

・
三
ｍ
を
測
り
、
深
い
。
こ
こ
か
ら
墨
書
木
製
品
工

点
が
出
土
し
た
。

水
溜
二
号
は
御
金
蔵
の
水
溜
に
隣
接
し
、　
一
九
×
七

。
五
ｍ
の
長
方
形
を
呈

し
、
勾
配
が
急
な
池
に
近
い
大
形
の
水
溜
で
あ
る
。
当
時
の
地
表
面
か
ら
の
堆

積
土
は
六
層
に
大
別
で
き
、
六
二
伽
下
の
黒
色
砂
質
の
焼
土
層
か
ら
墨
書
木
製

品
七
点
が
出
土
し
た
。
こ
の
水
溜
二
号
は
黒
色
焼
土
層
の
上
ま
で
し
か
調
査
し

て
お
ら
ず
、
底
ま
で
の
調
査
は
翌
年
度
に
予
定
し
て
い
る
た
め
今
後
墨
書
木
製

品
が
新
た
に
出
土
す
る
可
能
性
が
高
い
。



こ
の
井
戸
四
号

・
水
溜
二
号
か
ら
は
墨
書
木
製
品
の
ほ
か
、
建
築
部
材

・

箸

・
俎

・
漆
塗
櫛

・
漆
塗
椀

。
下
駄

・
足
駄

。
曲
物

・
行
灯

・
提
灯
な
ど
多
数

の
木
製
品
が
出
土
し
た
。
水
分
が
多
い
た
め
遺
物
の
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。

鉛
土
坑
は
役
所
と
御
金
蔵
間
の
空
地
で
検
出
し
た
。
径
三

・
四

一
×
二

・
八

一
ｍ
の
楕
円
形
を
呈
し
、
深
さ
二

・
〇

一
ｍ
を
測
る
。
礫
混
入
の
褐
色
土
で
覆

わ
れ
、
六
九
釦
下
に
鉛

一
七
二
枚
が
埋
込
ま
れ
て
い
た
。
鉛
は
中
央
に
目
方
の

刻
印
と
そ
の
周
囲
に
検
査
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
刻
印
重
量
と
測
定
重
量

に
は
差
が
あ
り
、
測
定
重
量
の
方
が
、
平
狗
三

・
七
貫
重
い
。
測
定
総
重
量
は

一
七
二
枚
で

一
人
七
四
貫
余
に
な
る
。
こ
の
鉛
に
混
っ
て
重
量
と
差
出
人
を
墨

書
し
た
付
札
が

一
六
枚
出
土
し
た
。
頭
部
の
両
端
に
切
込
み
が
あ
り
、
下
に
数

字
を
書
い
て
い
る
の
で
、　
一
枚
ご
と
に
鉛
に
縛
り
送
付
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
『佐
渡
風
土
記
』
や

『佐
渡
国
略
記
』
に
享
保
三
年

（
一
七
一
八
）
に
埋
鉛

七
二
四
九
貫
五
二
匁
を
掘
り
出
し
た
が
、
「古
代
」
か
ら
埋
め
て
あ
っ
た
残
り

の

一
人
七
六
貫
人
二
三
匁
は
場
所
が
分
ら
ず
不
明
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い

る
。
今
回
発
見
の
鉛
は

一
人
七
四
貫
二
三
二
匁
で
あ
り
、
享
保
の
不
明
鉛
の
可

能
性
が
高
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

一■
戸
四
号

⑪
　
。
「寛
永
弐
拾
年
　
　
　
　
」

。
「　
　
　
武
州
住
正
利
作
」
　
　
　
　
　
　
　
∞柳斐
∞巽
『
覇

「佐
州
。御
公
儀
様
御
用
□
□
□
　
」

「⑩

（）
　

　

□
□

□
□
□
　
　
　
藤
□
彦
右
衛
門
」
　
　
　
　
牌ミ実
∞巽
ト
ロ

「　
佐
州
　
　
　
　
　
□
□

０

日

□

　

　

　

」

「

ｏ
　

　

　

　

　

□

権

兵

衛

」
　

　

　

　

　

　

岸
Φ
叉

卜
受

ω

屋

「若
林
六
郎
左
衛
門
　
若
林
六
郎
左
衛
門
　
　
　
」

「　
　
□
林
六
郎
左
衛
門
　
若
林
六
郎
左
衛
門
　
」

「□
□
□
□
　
若
林
六
郎
左
衛
門
　
山
田
市
太
夫
」
（右
側
面
）

や
解
い
×
Ｐ
ｓ
×
岸
］

ｏ
μ
Ｐ

郎
兵
衛
殿
　
　
□
□
□
」」　

　
　
　
　
　
　
］μ∞×
卜『×
∞　
ｏ∞呻

い
は
刻
刀
状
で
寛
永
二
〇
年

（
三
ハ
聖
こ

の
年
紀
が
あ
り

一
七
世
紀
前
半

で
あ
り
、
い
働
は
佐
渡
奉
行
若
林
六
郎
左
衛
門
政
直

（寛
文
二
年
Ｔ

六
六
一
一〕
―

寛
文
一
〇
年
在
任
）
・
曽
根
五
郎
兵
衛
吉
正

（寛
文
一
〇
年
１
延
宝
八
年
Ｔ

六
八
〇
〕

在
任
）
の
名
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

一
七
世
紀
後
半
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

< <
□ □ □ 曽
佃★□張 根
□□ □ 五



1995年出上の木簡

い
は
祭
祀
用
具
か
。
②
Ｏ
は
上
部
に
釘
穴
が
見
え
る
の
で
荷
物
に
つ
け
た
送
付

札
で
あ
り
、
い
は
奉
行
名
が
多
く
書
か
れ
た
落
書
、
０
は
上
部
に
切
込
み
が
あ

る
の
で
送
付
札
と
考
え
ら
れ
る
。

水
溜
二
号

⑤

　

「
ｏ
大
和
守
則
光
作

ｏ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
∞∞泉
∞授
ｓ

ａ
ｐ

⑦

　

「
ｏ
□
□
□
□
ｏ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞∞泉
∞授
お

８
Ｐ

俗)

抜

⑫
　
。
「
ｏ
□
□
□
□
□
回
□
□
□
　
」

。
「
ｏ
□
□
□
□
□
□
宮
崎
六
左
衛
門
」
　
　
　
　
　
畔卜受
］貿
∞
目

⑤
Ｏ
は
刀
の
柄
で
あ
り
、
二
つ
合
せ
て
一
対
と
な
る
。
Ｏ
⑪
は
祭
祀
用
具
で

あ
ろ
う
。
⑩
は
年
貢
米
の
俵
に
入
れ
た
中
札
で
あ
る
。
夷
村
の
平
兵
衛
家
は
寛

永
中
期
か
ら
享
保
期
ま
で
中
使

。
名
主
を
勤
め
る
村
の
有
力
者
で
あ
り
、
『佐

渡
国
略
記
』
『佐
渡
年
代
記
』
に
よ
る
と
、
寛
文
四
年
に
中
使
を
名
主
に
改
称

し
て
い
る
の
で
一
七
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
た
い
。
ｍ
⑫
は
上
部
に
釘
穴
が

あ
り
荷
物
に
打
ち
付
け
た
送
付
札
で
あ
る
。

鉛
土
坑

９

　

「抜
抜
」

⑭
　
・

抜

抜 奉

。
「辰
納
五
斗
入
□
□
□
□
□
」

名
夷
村
名
主
平
兵
衛
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
ＰＰ巽

実ヽ
］
目

「
ｏ
□
□
□
□
□
□

「
ｏ
　
　
　
宮
崎
六
左
衛
門

『
Φ
×

岸
呻
Ｐ
×

Ｐ
ヽ
　

ｏ
Φ
伽

『
『
×

Ｐ
ｏ
μ
×

畔
卜
　

ｏ
ｏ
釦

含

∞
じ

×

ω
Ｐ
Ｘ

∞
　

ｏ
Ｐ
Φ

①
　
。
「
＜
鉛
　
拾
壱
〆
日
入
　
十

一
」

。
「
＜
　
　
　
　
山
宮
徳
衛
門
　
」

⑭

　

・
「
＜
鉛
　
拾
壱
〆
日
入
□
人
口
」

「
＜
　
　
　
　
山
宮
徳
衛
門
　
」

「
＜
鉛
　
拾
□
□
目
□
□
□
□
」

「
＜
　
　
　
　
山
宮
徳
衛
門
　
」

l10

岸
い
ｏ
×

］
∞
×

『
　

ｏ
∞
］

μ
伽
∞
×

］
ヽ
×

『
　

ｏ
∞
］

Ｐ
伽
６
×

Ｐ
Φ
×

∞
　

ｏ
∞
］



⑫  90 201

「
＜
鉛
　
拾
壱
□
日

ｘ

「
＜
　
　
　
　
山
口

「
＜
鉛
　
十

一
〆
め
入
□

「
＜
　
　
　
　
　
山
口
□

「
く
鉛
　
十

一
〆
め
×

「
＜
　
　
　
　
山
□

「
＜
鉛
　
拾
壱
〆
目
回

「
＜
　
　
　
　
　
山
宮
×

「
＜
鉛
　
拾
□

「
＜
鉛
拾
壱
メ
ロ
×

＜
拾
壱
〆
□

＜
　
　
山
□

□
□
七
日
」

×
宮
徳
衛
門
」

回
□
□
□
□
八
□
」

山
宮
徳
衛
門
」

（
０
「
）
×
一
０
×
０
　
０
ω
Φ

（
ド
Ｐ
∞
）
一Ｘ
呻
ω
Ｘ
ヽ
　
０
∞
０

（↓
０
）
．Ｘ
∞
Φ
Ｘ
卜
　
一黒
も

合
ε
）Ｘ
さ
×
い　
ＯＢ

（Ｂ
）
×
母
来
ヽ

０８

６
じ
メ
ｉ
×
６

３
０

令
Φ）
×‐‘
×
∞

３
Φ

（懲
）
Ｘ
鱗
Ｘ
６

常
Φ

含
０
じ

一×
】

Ｘ
ω
　
Φ
↑
り

＜
□
□
貫
目
□
□
六
」

＜
　
　
山
宮
徳
衛
門
」

（
中
ω
『
）
Ｘ
や
Ｏ
Ｘ
ヽ
　
Φ
∞
中

埋
鉛
と

た
送
付
札

寛
永

一
八

一
人
年
に

□
□
入
回
九
」

山
宮
徳
衛
門
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ
×
誤
添

一む

×
〆
目
□
□
回
回
」

山
宮
徳
衛
門
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｈこ
溢
翼
釦
ｏこ

口

塑

日

日

」
　

　

　

　

　

　

　

（Φヽ
）×
ミ
さ

Ｂ

一
緒
に
出
土
し
、
上
部
両
端
に
切
り
込
み
が
あ
る
の
で
、
鉛
に
付
け

で
あ
る
。
『佐
渡
国
略
記
』
に
、
享
保
三
年
に
一
部
を
掘
り
出
し
、

年
に
埋
め
た
木
札
が
出
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
も
寛
永

埋
め
た
鉛
の
一部
で
、　
一
七
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
。（‐佐

穣
俊
策
）
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